
保護者の皆さまへ                                                                 R3.9.３ 武雄市教育委員会 

学校における新型コロナウイルス感染症にかかる濃厚接触者の範囲や連絡方法が変更されました。 

１ 濃厚接触者の範囲 

「濃厚接触者」とは、①～③のいずれかに該当する場合 

①学校生活において、陽性となった児童・生徒と○a～○cすべてに該当する児童・生徒 

○a  マスクなし 

 

 

○b 距離が１ｍ以内 

  

○c １５分以上の接触 

 

② 同じ部活動等（生徒会・体育大会応援練習等を含む）で密接な接触があった児童・生徒 

（部室などを一緒に利用、身体的接触あり等） 

③ 児童クラブ等での活動や異学年との接触や、飛沫に直接触れた可能性あり 
２ 濃厚接触者に特定された場合の PCR検査連絡について            ３ ＰＣＲ検査結果連絡について 

 

 

※ご家庭において、ＰＣＲ検査を行うことになった場合（検査結果が判明した場合）には速やかに学校へ 

お知らせください。感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いします。 

✖ 
あごマスク 

鼻出しマスクも 

学校（管理職・担任・養護教諭）から濃厚接触者（保護者）へ連絡 

○ PCR検査の日時・場所  

〇 陰性の場合（学校より） 

〇 陽性の場合（保健福祉事務所より） 

症状が出た日の 

２日前から 


